
書式第 12号 (法第28条関係)

事 業 報 告 用

令和 3年度 事 業 報 告 書

」亜目1■1劉ヨ駆込_重園圏L星豊国饉踵L

1 事業の成果

令和 3年、第 38回東京都早起き野球大会はコロナ禍で前夜祭・抽選会等の集まりは出来なかったが、

通年通り球場は使用出来たので大会を開催出来ました。

第4回となる鈴木賞受賞記念野球大会は、4月 25日は「緊急事態宣言」で願廷になり、8月 29日に

予秘を大田スタジアムにて行つた。 9月 の準決・ 決勝機は大井ふ頭海浜公口野摯場が前日の雨で中止と

なり、 10月 に多摩川緑地にて 1試合。準決勝 。決勝戦は令和4年の4月 に予定しています。

第39回関東早起き野球大会千葉大会は4月 に中止が決定し、東京都代表の「東陽ベガサス」は出場す

る機会を失ってしまつた。

第 40日全,ネ早起き雪球大会景野大会 10月は2年連続饉

"で
中止が決定し、東京都代表の Fフ ァル

コンズ」は出場する機会を失ってしまった。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活職に係る事業              (事業費の構費用 E2,4"】 千円)
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その他、目的

を達成するた

めに必要な事

業

0 0

(2)その他の事業 (事業費の総費用 【372】 千円)

定款に記載

された

事業名

事業内容 日■キ 場所
従事者

人数

事業費

(千円)

物品の販売等

に関する事業

無 し 0 0

ホ ー ムペ ー

ジ、パンフレ

ット等への広

告掲載事業

第 38回東京都早起き野球大会

議作成
5月

勤陰

判 断

3 372



書式第■4号 僣纂 28条■係)

令和3年度 活動計算書 (その他事業が豊五1場合)
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書式第 15号 (法第 28条関係)

令和 3年度 貸借対照表
特定非営利活鮨法人東京●早E●野球協会

科 目 全  ■ 小■・合針

304,277

1,387,000

0

1,001.27
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【A】 贅 塵 0●
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0

0

710,000

710,000
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= 
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日
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令和3年度  計算書類の注ロ

重要な会計方針
計算書類の作成は、 欄Ю法人会計基準によっています。

(1)欄卸資産の評価基準及び評価方法

欄卸資産はありません。

`"睡 費藤強 1却0カ法

固定資産はありません。

(3)引 当金の計上基準
。退職給付引当金
輪料がないので、引当金はありません。

“'一
串 を勁 ,贔い

“

晰暉
●鮨サー‐ を受けoことはおりませえ、

(5'消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によつています。

2. 事業別損益の状況
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1・ 受取会費
2.受取宇附金
3.受取助成金等
4.事業緻基
6.その他収益

経常収益計
]経 常費用
(1)人件費

審判代等
福利厚生費
事薦費
人件費計

(2)その他経費
会議費
旅費交通費
グランド代
会場費
薔義品費
通信費
印刷製本費
交際費
大会参加費
保臓料
諸税公課
撃費
P維持費

その他経費計
経常費用計

当

内容 金額 算定方法

嬌 し

3.施 饉の提供等の物的サービスの受入の内訳

「

IF面雨祠三互璽亜回

E⊇亜亘
=団

「

フ「百亜国
三互璽匹 コ

「

~可
扇蒲回 T「互亜百□

「

■巨コ頭
==■

亜壼Eコロロ亜亘コ亜匹
=正

三互亜亜回



`. `賞
塾嗜が鵬おされた書鷹!全榛,自R

使途等が日詢された寄附金等の内釈 (正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。
当法人の正味財産は

"1,2η
円ですが、そのうち 0 円は、下記のように使途が特定されています。

したがって使途が制詢されていない正味財産は

“

1,277円 です。

5. 固定資産の増減内訳

6. 借入金の増減内釈

衡費及びそC唱目日磨:と,燿魔引口が躙
『役員及びその近親をとの取引は以下の通りです。

その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な

事項

事業費と管理費の接分方法

■畷曖 と管理費は内春により分罰しています。

その他の事業に係る資産の状況

固有資産なし。

7

ｎ

）

内容

合十

科 目

ｎ
）

　

ｎ
ｖ
　

　

一９

■
ｄ
ｌ
ｉ
ｏｌ
ｌ
ｄ

０

　

０

　

０

０

　

　

０

　

０

，■

０

　

　

０

　

０

0: 0

摩彦固定書産

無形固定資産

投資その他の資産

合計

当期借入 当期返済 期末残高科 目

470.000470.000
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）

“

℃.“ 0
短期借入金

合計

針算書類に
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人との取引

科 目
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0
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書式第 17号 (法第 28条関係)

令和 3年度 財産目録
特定非営利活動法人東京都旱起き野球協会

0 ■ | ′Iヽ   日Hト lHト

】ゝ 圧  の  昴

屋

40,734
207,222

790
55,531

304,277

1,387,000
1,387,000

ｎ

ｖ

現金預金

手元現金
三菱UFJ銀行新宿支店 普通預金

東京東信用金庫四谷支店 普通預金

みずほ銀行新宿中央支店 普通預金

棚卸資産

未収金
totoく じ助成金

ｎ

ｖ

壼壼合計 0000
定壼壼

ｎ

ｖ

ｎ

Ｖ

Ａ
Ｕ

ｎ

ｖ

(1)有静■定責壼
車両運搬具

事業用車両

什器備品
パソコン

ｎ

ｖ

ｎ

ｖ

(2)無移固定資慮
ソフトウェア

オペレーションシステム

2

日
Ａ
ｕ

3
敷金 0 ｎ

ｖ

1,691,277【A】 資 産 合 計 ①+②

】 ■ 優 の 日

1儡破
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ｎ
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Ｕ

Ａ
Ｕ

710,000 710,000
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未払金

ｎ

′

劇 |■侵合計 ・・・③

定負侵

ｎ

ｖ

ｎ

ｖ長期借入金

2
Ｆ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｌ
中色儘合,I ・ 0・ 0

710,000【B-1】 負 債 合 計 ③+④

981,277【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 … 【B-1】

「

~~~~~ 710000
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書式第 18号 (法第28条関係)

事 業 報 告 用

令和 3年度年間役員名簿
q:‖「■年魔において繊it3つたことがある全員0■名晨t"佳

“

彙は

''■びにこれら0■について0■事緻年責における籠口0■●を■●した名

"
働日圏曰麗塑込」□出星量目巴塾鐘__

1 確認事項 (法露20彙及び第21象を■日の上、チェックを入れてください。)

口以下の役員には、欠格事由者が含まれません。(法第20条関係)

●各役員について、規族の規定に違反していません。(法第21条関係)

2 役員一覧

役 名
どちらかにO

(フ リガナ) 前事業年度内の

就任期間

報酬を受けた期間
(餃当者のみに記

入 )氏   名

理事 監事
オング ヨンカズ 令和 3年 1月 1日

令和 3年 12月 31日

年  月  日

年  月  日押田 義一

●

“ 壼事

クロニタ スミオ 令和 3年 1月 1日

令和 3年■2月 3■ 日

年

年

月

月

日

,黒仁田 澄男

い
● 監事

シパヤマ アキヒロ 令和 3年 1月 1日

令和 3年 12月 31日

年

年

月

月

ロ

日柴山 明宏

４

＾
監事

ニシノ ヒロアキ 令和 3年 1月 1日

令和3年 12月 31ロ

年

年

月

月

ロ

日西野 宏昭

ｒ
●

監事理事
ナカザワ サダアキ 令和 3年 二月1日

令和 3年 12月 31日

年

年

月

月

日

ロ中澤 貞明

＾
０

監事理事
オノダ タカオミ 令和 3年 1月 1日

令和 3年 12月 31日

年  月  日

年  月  日斧田 貴臣

ワ

ー
監事理事

ホサカ ミツハル 令和 3年 1月 1日

令和 3年 12月 31日

年  月  日

年  月  日保坂 光晴

ａ
０

監事理,
スズキ ヨウジ 令和 3年 1月 1日

令和 3年 12月 31日

年

年

月

月

日

日鈴木 幸二

9 璧事

ハセガワ ヒロシ 令和0摯 1月 ■■

令和 3年 12月 31日

年

年

月

月

,

日長谷川 寛志

10 菫事 菫事
ネモト タカシ 令和 3年 1月 1日

令和 3年 12月 31日

年  月  日

年  月  日根本 貴司



書式第 18号 (法第28条関係)

事 業 報 告 用

11
理事 菫事

ササゲ タカシ

棒 崇

令和 3年 1月 1日

、令和3年 12月 81日

年  月

年  `月

ロ

ロ

12
菫事理事

シパガキ トシモ ト

柴垣 俊元

令和 3年 1月 1日

令和 3年 12月 31日

年

年

月

月

日

日

13

ノ
ロ
ヽ

こ理事}監事
V

キノシタ ノウ 令和8年■月 1日

令和 3年 12月 31日

年  月  日

年  月  日

14
監事理事

ムラスギ マサト

村杉 真人

令和 3年 1月 1日

令和3年 12月 3■ 日

年

年

月

月

日

ロ

15 監事

フジエダ イサオ

藤枝 勲

令和3年 二月1日

令和 3年 12月 31日

年

年

月

月

ロ

日

16
‐だ｀監事
ヽ中′

ヤマムラ アツシ

山村 厚

令和 3年 1月 1日

令和 3年 12月 31日

年

年

月

月

日

目

17 監事

ウエスギ ショウゾウ

植杉 昌造

令和 3年 1月 1日

令和 3年 12月 31日

年

年

月

.月

日

ロ

18 壼事

アカバネ ヒデナリ

赤羽 英成

令和 8年 4月 1ロ

令和 3年 12月 31日

年  月  日

年  月  日

19 監事理事
チ ク アキオ

知久 明万

令和 3年 1月 1日

‐
令和 3年 3月 31日

年  月  日

午  月  日

"

理事 監事
タカクラ モ トヒコ

高倉 元彦

令和 3年 1月 1日

令和 3年 12月 31日

年

年

月

月

日

日

木下 壮



書式第4号 (法第 10条 。第28条関係)

frfi <*lo161o^rlLo*aeri)

氏   名

1

2 黒仁田 澄男

3 柴山 明宏

4 西野 宏昭

5 保坂 光晴

6

7

中澤 貞明

棒 崇

ロ 鍋困

10 機本 貴司

11 長谷夕! 寛志

12 柴垣 俊元


